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(57)【要約】
【課題】低コスト化と省スペース化の両方を実現できる
テープフィーダ及び部品実装機を提供する。
【課題を解決するための手段】テープフィーダ１１のフ
ィーダ本体１２に、テープリール１３を装填するリール
ホルダ１４がリンク機構１５により該フィーダ本体１２
の幅方向に平行移動可能に保持されている。これにより
、部品実装機のフィーダセット台４１に載せるテープフ
ィーダ１１のテープリール１３の位置を、隣接するテー
プフィーダ１１のテープリール１３のリール幅に応じて
フィーダ本体１２の幅方向に移動させることが可能とな
り、隣接するテープフィーダ１１間の空きスペースを有
効に利用して各テープフィーダ１１のテープリール１３
を配置することができる。これにより、フィーダセット
台４１に載せるテープフィーダ１１の台数を増やすこと
ができて、部品実装ラインを構成する部品実装機の台数
を削減することが可能となり、部品実装ラインの低コス
ト化や省スペース化を実現できる。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　部品供給テープが巻回されたテープリールをフィーダ本体に設けられたリールホルダに
セットしたテープフィーダにおいて、
　前記フィーダ本体に、前記リールホルダを該フィーダ本体の幅方向に平行移動可能に保
持するリール変位機構を設けたことを特徴とするテープフィーダ。
【請求項２】
　前記リール変位機構は、外力により前記リールホルダを前記フィーダ本体の幅方向に平
行移動可能なように構成されていることを特徴とする請求項１に記載のテープフィーダ。
【請求項３】
　前記フィーダ本体には、該フィーダ本体の幅よりもリール幅が大きいテープリールがセ
ットされ、
　前記リール変位機構は、前記テープリールの両側の側面部分のうちの一方の側面部分の
みが前記フィーダ本体の一方の側面から突出した位置と他方の側面部分のみが該フィーダ
本体の他方の側面から突出した位置との間を該リールホルダが該フィーダ本体の幅方向に
平行移動可能に構成されていることを特徴とする請求項２に記載のテープフィーダ。
【請求項４】
　前記リール変位機構は、前記テープリールを回転可能に保持する前記リールホルダを前
記フィーダ本体の幅方向に平行移動可能に保持するように構成され、
　該テープフィーダは、部品実装機のフィーダセット台の複数のスロットのいずれかのス
ロットに差し込んで取り付けられ、
　前記リールホルダの前後方向の両端縁部分には、スライドテーパ部が形成され、
　前記フィーダセット台のスロットに差し込まれたテープフィーダに隣接するスロットに
他のテープフィーダを差し込むときに、該他のテープフィーダの前端部が隣のテープフィ
ーダのリールホルダの後側のスライドテーパ部に当接して該隣のテープフィーダのリール
ホルダを該他のテープフィーダの差し込みが可能となる位置まで押し込んだ後、該他のテ
ープフィーダのリールホルダの前側のスライドテーパ部が該隣のテープフィーダの後端部
に当接して該他のテープフィーダのリールホルダを該他のテープフィーダの差し込みが可
能となる位置まで押し込むように構成されていることを特徴とする請求項２又は３に記載
のテープフィーダ。
【請求項５】
　前記リール変位機構は、リンク機構を用いて構成されていることを特徴とする請求項１
乃至４のいずれかに記載のテープフィーダ。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載のテープフィーダを差し込む複数のスロットが所定の
ピッチで形成されたフィーダセット台を備え、前記スロットに差し込まれた前記テープフ
ィーダによって供給される部品を回路基板に実装する部品実装機において、
　前記テープフィーダのフィーダ本体の幅は、前記スロットのピッチよりも狭く設定され
、
　前記テープリールのリール幅は、前記スロットのピッチよりも広く且つ該スロットのピ
ッチの１．５倍以内の幅に設定され、
　前記テープフィーダを前記スロットに差し込む際に、前記テープフィーダを２台ずつ隣
接する２つのスロットに差し込み、且つ、前記隣接する２つのスロットの両隣のスロット
を空きスロットとし、前記隣接する２つのスロットに差し込んだ２台のテープフィーダの
テープリールをそれぞれ隣の空きスロットへ突出させることを特徴とする部品実装機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
 本発明は、テープリールの保持構造を改善したテープフィーダ及び部品実装機に関する
発明である。
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【背景技術】
【０００２】
 従来の一般的なテープフィーダは、特許文献１（特開２００８－１３０８５１公報）に
記載されているように、部品実装機のフィーダセット台には、複数台のテープフィーダを
セットするための複数のスロットを形成して、該フィーダセット台の各スロットにそれぞ
れテープフィーダをセットできるように構成されている。
【０００３】
 また、特許文献２（ＷＯ２０１４／０９７３８９号公報）に記載されているように、供
給する部品のサイズ（部品供給テープの幅）によってリール幅が異なり、リール幅によっ
てフィーダ幅が異なり、フィーダ幅が１スロットピッチ内に収まる幅狭なフィーダの他に
、フィーダ幅が１スロットピッチより大きい幅広なフィーダが存在するため、フィーダ幅
が異なる複数台のテープフィーダを並べてスロットにセットする場合に、フィーダ幅によ
って当該複数台のテープフィーダが占有するスロット数が異なり、フィーダセット台上に
セットできるテープフィーダの台数が異なる。
【０００４】
 例えば、図１０（ｂ）に示すように、フィーダ幅（リール幅）がスロットピッチ以下の
幅狭なテープフィーダをフィーダセット台に載せる場合は、フィーダセット台のスロット
数と同数のテープフィーダを載せることができるが、図１０（ａ）に示すように、フィー
ダ幅（リール幅）がスロットピッチを超える幅広のテープフィーダをフィーダセット台に
載せる場合は、フィーダ幅がスロットピッチより少し大きくなっただけで、スロット数の
半数のテープフィーダしか載せることができず、フィーダセット台上に無駄なスペースが
多くなる。
【０００５】
 一方、図１１に示すように、スロットピッチを幅広のテープフィーダのフィーダ幅に合
わせて形成したフィーダセット台を用いる場合は、幅狭なテープフィーダでも幅広のテー
プフィーダと同数のテープフィーダしか載せることができず、やはりフィーダセット台上
に無駄なスペースが多くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１３０８５１公報
【特許文献２】ＷＯ２０１４／０９７３８９号公報
【特許文献３】特開２００８－７８４１３公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
 一般に、部品実装ラインは、回路基板の搬送経路に沿って複数台の部品実装機を配列し
て構成されているため、各部品実装機のフィーダセット台上に載せるテープフィーダの台
数を増やすことができれば、部品実装ラインを構成する部品実装機の台数を削減すること
が可能となり、部品実装ラインの低コスト化や省スペース化を実現できる。
【０００８】
 しかし、上述したように、従来の一般的な構成では、フィーダ幅によっては、フィーダ
セット台上に無駄なスペースが多くなり、低コスト化や省スペース化の要求を満たすこと
ができない。
【０００９】
 尚、特許文献３（特開２００８－７８４１３公報）に記載された部品実装機では、フィ
ーダセット台上に載せた複数台のテープフィーダのテープリールの位置を交互に前後方向
（テープフィーダの着脱方向）にずらして配置して、隣接するテープフィーダのテープリ
ールが干渉しない（重ならない）ようにすることで、幅広のテープリールを装填したテー
プフィーダでも、幅狭のテープリールを装填したテープフィーダと同じ台数をフィーダセ
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ット台にセットできるようにしている。
【００１０】
 しかし、この特許文献３の構成では、フィーダセット台上に載せた複数台のテープフィ
ーダのテープリールの位置を交互に前後方向にずらして配置するようにしているため、テ
ープリールを含むテープフィーダ全体の前後方向の寸法が大幅に大型化してしまい、省ス
ペース化の要求を満たすことができない。
【００１１】
 本発明が解決しようとする課題は、低コスト化と省スペース化の両方を実現できるテー
プフィーダ及び部品実装機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
 上記課題を解決するために、本発明は、部品供給テープが巻回されたテープリールをフ
ィーダ本体に設けられたリールホルダセットしたテープフィーダにおいて、前記フィーダ
本体に、前記リールホルダを該フィーダ本体の幅方向に平行移動可能に保持するリール変
位機構を設けたことを特徴とするものである。この構成では、部品実装機のフィーダセッ
ト台に載せるテープフィーダのテープリールの位置を、隣接するテープフィーダのテープ
リールのリール幅に応じてフィーダ本体の幅方向に変位させることで、隣接するテープフ
ィーダ間の空きスペースを有効に利用して各テープフィーダのテープリールを配置するこ
とができる。これにより、テープフィーダ全体の前後方向の寸法を大型化させることなく
、フィーダセット台に載せるテープフィーダの台数を増やすことができて、部品実装ライ
ンを構成する部品実装機の台数を削減することが可能となり、部品実装ラインの低コスト
化や省スペース化を実現できる。
【００１３】
 本発明は、テープリールをフィーダ本体の幅方向に変位させるリール変位機構を、モー
タ、シリンダ等の駆動源で駆動するようにしても良いが、この構成では、リール変位機構
の構成が複雑化してコストアップを招く。
【００１４】
 そこで、リール変位機構を、外力によりリールホルダをフィーダ本体の幅方向に平行移
動させるように構成すると良い。このようにすれば、リール変位機構の駆動源が不要であ
るため、リール変位機構の構成が簡単になり、コストダウンできる。
【００１５】
 本発明のテープフィーダは、フィーダ本体に、該フィーダ本体の幅よりもリール幅が大
きいテープリールをセットし、リール変位機構は、前記テープリールの両側の側面部分の
うちの一方の側面部分のみが前記フィーダ本体の一方の側面から突出した位置と他方の側
面部分のみが該フィーダ本体の他方の側面から突出した位置との間を該テープリールが該
フィーダ本体の幅方向に変位するように構成すると良い。このようにすれば、フィーダセ
ット台上に載せる各テープフィーダの両隣の空きスペースをテープリールの配置スペース
として有効に利用することができる。
【００１６】
 この場合、リール変位機構は、テープリールを回転可能に保持するリールホルダをフィ
ーダ本体の幅方向に平行移動可能に保持するように構成し、該テープフィーダは、部品実
装機のフィーダセット台の複数のスロットのいずれかのスロットに差し込んで取り付ける
ようにすると共に、前記リールホルダの前後方向の両端縁部分には、スライドテーパ部を
形成し、前記フィーダセット台のスロットに差し込まれたテープフィーダに隣接するスロ
ットに他のテープフィーダを差し込むときに、該他のテープフィーダの前端部が隣のテー
プフィーダのリールホルダの後側のスライドテーパ部に当接して該隣のテープフィーダの
リールホルダを該他のテープフィーダの差し込みが可能となる位置まで押し込んだ後、該
他のテープフィーダのリールホルダの前側のスライドテーパ部が該隣のテープフィーダの
後端部に当接して該他のテープフィーダのリールホルダを該他のテープフィーダの差し込
みが可能となる位置まで押し込むように構成すると良い。このようにすれば、作業者がテ
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ープフィーダをフィーダセット台のスロットに差し込む際に、事前にテープリールの位置
をフィーダ本体の幅方向に変位させる作業を行う必要がなく、テープフィーダの取り付け
作業が容易である。
【００１７】
 また、リール変位機構は、リンク機構を用いて構成しても良い。このようにすれば、リ
ール変位機構の構成が簡単で、且つ外力でスムーズに変位動作させることができる。
【００１８】
 本発明の実施態様としては、例えば、テープフィーダのフィーダ本体の幅を、フィーダ
セット台のスロットのピッチよりも狭く設定し、前記テープリールのリール幅を、前記ス
ロットのピッチよりも広く且つ該スロットのピッチの１．５倍以内の幅に設定し、前記テ
ープフィーダを前記スロットに差し込む際に、前記テープフィーダを２台ずつ隣接する２
つのスロットに差し込み、且つ、前記隣接する２つのスロットの両隣のスロットを空きス
ロットとし、前記隣接する２つのスロットに差し込んだ２台のテープフィーダのテープリ
ールをそれぞれ隣の空きスロットへ突出させるようにすると良い。このようにすれば、フ
ィーダセット台の３スロットピッチで、幅広のテープリールを装填した２台のテープフィ
ーダを搭載できる。従って、例えば、３０スロットのフィーダセット台には、幅広のテー
プリールを装填した２０台のテープフィーダを搭載できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は本発明の実施例１のテープフィーダを示す斜視図である。
【図２】図２はテープフィーダからテープリールを取り外した状態を示す斜視図である。
【図３】図３（ａ）はテープフィーダの上面図、同図（ｂ）はテープフィーダの正面図で
ある。
【図４】図４（ａ）乃至（ｃ）はテープリールの位置がフィーダ本体の幅方向に変位する
動作を説明する上面図である。
【図５】図５はテープリールをフィーダ本体の幅方向に変位させるリンク機構の動作を説
明する上面図である。
【図６】図６は手前側（取り外し方向側）のリンク機構の上部の構成を示す拡大斜視図で
ある。
【図７】図７は奥側（取り付け方向側）のリンク機構の上部の構成を示す拡大斜視図であ
る。
【図８】図８はリールカバーを閉鎖位置で係合保持するロック機構の構成を示す拡大斜視
図である。
【図９】図９はリールカバーを閉鎖位置でロック機構により係合保持した状態を示す拡大
斜視図である。
【図１０】図１０（ａ）、（ｂ）は従来例（その１）におけるフィーダセット台のスロッ
トピッチとテープフィーダの幅との関係を説明する図である。
【図１１】図１１（ａ）、（ｂ）は従来例（その２）におけるフィーダセット台のスロッ
トピッチとテープフィーダの幅との関係を説明する図である。
【図１２】図１２（ａ）、（ｂ）は実施例１におけるフィーダセット台のスロットピッチ
とテープリールの幅との関係を説明する図である。
【図１３】図１３は実施例１におけるフィーダセット台へのテープフィーダの搭載作業を
説明する上面図である。
【図１４】図１４は部品実装機のフィーダセット台を示す斜視図である。
【図１５】図１５（ａ）は実施例２のテープフィーダの上面図、同図（ｂ）はテープフィ
ーダの正面図である。
【図１６】図１６は実施例２におけるフィーダセット台へのテープフィーダの搭載作業を
説明する上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
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　以下、本発明を実施するための形態を具体化した２つの実施例１，２を説明する。
［実施例１］
【００２１】
 本発明の実施例１を図１乃至図９及び図１２乃至図１４を用いて説明する。まず、テー
プフィーダ１１の構成を説明する。
【００２２】
 テープフィーダ１１のフィーダ本体１２は、偏平なケース状に形成されている。フィー
ダ本体１２には、部品供給テープが巻回されたテープリール１３を回転可能に保持するリ
ールホルダ１４が後述するリンク機構１５（リール変位機構）によって該フィーダ本体１
２の幅方向（Ｘ方向）に変位可能に設けられている。
【００２３】
 図２に示すように、リールホルダ１４の中心部に設けたリール保持軸１６に、テープリ
ール１３の中心穴１７が回転可能に挿通支持されるようになっている。リール保持軸１６
の長さは短く、テープリール１３を少し傾けることで該テープリール１３の中心穴１７を
該リール保持軸１６に着脱できるようになっている。リールホルダ１４には、リール保持
軸１６に装着したテープリール１３の下部をカバーする下部カバー１８と、該テープリー
ル１３の上部をカバーする上部カバー１９とが設けられている。下部カバー１８は、ねじ
２０等によりリールホルダ１４に固定され、上部カバー１９は、リールホルダ１４に軸２
１を介して開閉回動可能に支持され、テープリール１３の着脱時には、該上部カバー１９
を開放した状態にすれば、テープリール１３を少し傾けることで、該テープリール１３の
中心穴１７をリール保持軸１６に着脱できるようになっている。
【００２４】
 リールホルダ１４には、上部カバー１９を閉じた位置でロックするロック機構２５が設
けられている。このロック機構２５の具体的な構成は、図８及び図９に示すように、ロッ
クレバー２６の上端部が軸２７を介してリールホルダ１４側に回動可能に支持され、スプ
リング２８の弾発力により該ロックレバー２６が手前側に付勢され、上部カバー１９の開
放時（ロック解除時）には、スプリング２８の弾発力により該ロックレバー２６が図８に
示すロック解除位置に保持されるようになっている。ロックレバー２６には、直角三角形
状の係止突部２９とロック解除操作部３０が上下の位置関係で手前側に突出するように形
成されている。上部カバー１９の端部には、ロックレバー２６の係止突部２９に嵌合する
係止穴３１が形成されている。
【００２５】
 作業者が上部カバー１９を閉じ位置（ロック位置）へ回動する際に、閉じ位置の手前で
上部カバー１９の係止穴３１の周縁部分がロックレバー２６の係止突部２９の傾斜面に当
接して該ロックレバー２６をスプリング２８の弾発力に抗して押し込みながら該上部カバ
ー１９を閉じ位置まで回動すると、その閉じ位置で上部カバー１９の係止穴３１がロック
レバー２６の係止突部２９と合致して、スプリング２８の弾発力により該ロックレバー２
６が手前側に押し出されて該ロックレバー２６の係止突部２９が該上部カバー１９の係止
穴３１に嵌まり込んで、該上部カバー１９が閉じ位置でロックされた状態となる。
【００２６】
 ロックレバー２６の隣には、上部カバー１９のロック解除動作を補助するカバー押え３
２が上下動可能に設けられ、該カバー押え３２がスプリング３３の弾発力により上方に付
勢されている。上部カバー１９の閉鎖時（ロック時）には、スプリング３３の弾発力によ
りカバー押え３２を上部カバー１９の端部下縁に当接させて該上部カバー１９の係止穴３
１の下縁をロックレバー２６の係止突部２９の下縁に当接させた状態に保持する。上部カ
バー１９を開放する場合は、作業者がロックレバー２６のロック解除操作部３０を指先で
プッシュ操作して、該ロックレバー２６をスプリング２８の弾発力に抗して押し込むと、
該上部カバー１９の係止穴３１から該ロックレバー２６の係止突部２９が抜き出されて、
該上部カバー１９のロックが解除された状態となり、その時点で、スプリング３３の弾発
力により該上部カバー１９がカバー押え３２により押し上げられてロック解除状態に維持
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される。
【００２７】
 図１及び図２に示すように、フィーダ本体１２には、テープリール１３から引き出した
部品供給テープを部品吸着位置へ送るテープ送り機構３５と、部品吸着位置の手前で部品
供給テープからトップフィルム（カバーフィルム）を剥離して該部品供給テープ内の部品
を露出させるトップフィルム剥離機構（図示せず）等が設けられている。部品吸着位置は
、フィーダ本体１２の上面のテープ送り方向側の端部付近に位置している。
【００２８】
 テープ送り機構３５は、部品吸着位置の下方付近に設けられたスプロケット３６と、こ
のスプロケット３６を回転駆動するモータ（図示せず）等から構成され、部品供給テープ
の片方の側縁に所定ピッチで形成されたスプロケット穴にスプロケット３６の歯を噛み合
わせて該スプロケット３６を回転させることで、部品供給テープを部品吸着位置へピッチ
送りするようになっている。
【００２９】
 フィーダ本体１２のうちのテープ送り方向側の端縁部には、部品吸着位置を通過して部
品が取り出された廃棄テープ（トップフィルムが剥離されたキャリアテープ）を下方に案
内して排出する廃棄テープ排出通路３７が下方に延びるように設けられている。フィーダ
本体１２には、テープ送り機構３５のモータやトップフィルム剥離機構のモータを制御す
る制御基板３８が設けられている。
【００３０】
 フィーダ本体１２の先端面（テープ送り方向の端面）には、該フィーダ本体１２の信号
線や電源線を部品実装機のフィーダセット台４１のコネクタ４２（図１４参照）に接続す
るためのコネクタ４３と、２本の位置決めピン４４，４５が設けられ、２本の位置決めピ
ン４４，４５を部品実装機のフィーダセット台４１の位置決め穴４６，４７（図１４参照
）に差し込むことで、フィーダセット台４１上でフィーダ本体１２の取り付け位置が位置
決めされると共に、フィーダ本体１２のコネクタ４２がフィーダセット台４１のコネクタ
４２に差し込み接続される。
【００３１】
 図１４に示すように、フィーダセット台４１の上面には、テープフィーダ１１を縦置き
支持するための断面逆Ｔ字溝形のスロット４８が設けられ、フィーダ本体１２の下面側に
設けられた断面逆Ｔ字形のガイドレール（図示せず）を手前側からスロット４８に差し込
むことで、フィーダセット台４１上にテープフィーダ１１が縦置き状態に支持されると共
に、該フィーダ本体１２の下部に設けられたクランプ部材４９（図１及び図２参照）がフ
ィーダセット台４１のクランプ溝５０に嵌まり込んで該フィーダ本体１２を前方（フィー
ダセット台４１のコネクタ４２側）へ押し付けてクランプすることで、該フィーダ本体１
２をフィーダセット台４１上に前後方向に位置決めして着脱可能に取り付けるようになっ
ている。フィーダセット台４１には、フィーダ本体１２の廃棄テープ排出通路３７の出口
３７ａに対向する位置に廃棄テープ排出口５１が形成され、廃棄テープ排出通路３７を通
過した廃棄テープが廃棄テープ排出口５１から下方に排出されるようになっている。
【００３２】
 次に、図３乃至図７を用いて、リールホルダ１４をフィーダ本体１２の幅方向に平行移
動可能に保持するリンク機構１５（リール変位機構）の構成を説明する。図３乃至図５に
おいて、各図の左から右方向がテープフィーダ１１の取り付け方向（スロット４８への差
し込み方向）となり、各図の右から左方向がテープフィーダ１１の取り外し方向（スロッ
ト４８への差し込み方向とは反対方向）となる。
【００３３】
 リンク機構１５は、リールホルダ１４の前後方向（テープフィーダ１１の着脱方向）の
両端部の上下両側を保持する合計４本のリンク６１～６４を用いて構成され、各リンク６
１～６４は、それぞれ２本の軸６５，６６によってフィーダ本体１２とリールホルダ１４
とに連結されている。各リンク６１～６４は、それぞれ取り外し方向側（図３乃至図５の
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左側）の軸６５がフィーダ本体１２側に固定され、取り付け方向側（図３乃至図５の右側
）の軸６６がリールホルダ１４側に固定されている。これにより、図４及び図５に示すよ
うに、各リンク６１～６４は、それぞれ取り外し方向側の軸６５を支点にしてフィーダ本
体１２の幅方向に回動変位可能であり、各リンク６１～６４の回動変位によりリールホル
ダ１４がフィーダ本体１２の幅方向に平行移動可能となっている。従って、リールホルダ
１４内に装填したテープリール１３は、各リンク６１～６４の回動変位によりリールホル
ダ１４と一体的にフィーダ本体１２の幅方向に平行移動可能となっている。
【００３４】
 図３、図４、図１２、図１３に示すように、リールホルダ１４の前後方向（テープフィ
ーダ１１の着脱方向）の両端縁部分には、横断面略三角形状のスライドテーパ部６９，７
０が形成されている。これにより、例えば、図１３に示すように、フィーダセット台４１
のスロット４８に差し込まれたテープフィーダ１１の右側に隣接するスロット４８に他の
テープフィーダ１１を差し込む際に、図１３（ａ）に示すように、該他のテープフィーダ
１１の前端部が左隣のテープフィーダ１１のリールホルダ１４の後側のスライドテーパ部
６９に当接して該左隣のテープフィーダ１１のリールホルダ１４を該他のテープフィーダ
１１の差し込みが可能となる位置まで左方向に押し込む。この後、図１３（ｂ）に示すよ
うに、該他のテープフィーダ１１のリールホルダ１４の前側のスライドテーパ部７０が該
左隣のテープフィーダ１１の後端部に当接して該他のテープフィーダ１１のリールホルダ
１４を該他のテープフィーダ１１の差し込みが可能となる位置まで右方向に押し込む。こ
れにより、テープリール１３のリール幅がフィーダ本体１２の幅より広い場合でも、図１
３（ｃ）に示すように、フィーダセット台４１のスロット４８に差し込まれたテープフィ
ーダ１１に隣接するスロット４８に他のテープフィーダ１１を差し込むことができる。
【００３５】
 本実施例１では、図１２（ａ）に示すように、テープフィーダ１１のフィーダ本体１２
の幅は、フィーダセット台４１のスロット４８のピッチよりも狭く設定され、テープリー
ル１３のリール幅は、スロット４８のピッチよりも広く且つ該スロットのピッチの１．５
倍以内の幅に設定されている。これにより、テープフィーダ１１をスロット４８に差し込
む際に、テープフィーダ１１を２台ずつ隣接する２つのスロット４８に差し込み、且つ、
前記隣接する２つのスロット４８の両隣のスロット４８を空きスロットとし、前記隣接す
る２つのスロット４８に差し込んだ２台のテープフィーダ１１のテープリール１３をそれ
ぞれ隣の空きスロット４８へ突出させるようにしている。このようにすれば、フィーダセ
ット台４１の３スロットピッチで、幅広のテープリール１３を装填した２台のテープフィ
ーダ１１を搭載できる。従って、例えば、３０スロットのフィーダセット台４１には、幅
広のテープリール１３を装填した２０台のテープフィーダ１１を搭載できる。
【００３６】
 尚、図１２（ｂ）に示すように、テープフィーダ１１のフィーダ本体１２の幅とテープ
リール１３のリール幅が共にフィーダセット台４１のスロット４８のピッチよりも狭い場
合は、フィーダセット台４１に、スロット４８の数と同数のテープフィーダ１１を搭載で
きる。
【００３７】
 以上説明した本実施例１によれば、テープフィーダ１１のフィーダ本体１２に、テープ
リール１３を装填するリールホルダ１４がリンク機構１５により該フィーダ本体１２の幅
方向に平行移動可能に保持されているため、部品実装機のフィーダセット台４１に載せる
テープフィーダ１１のテープリール１３の位置を、隣接するテープフィーダ１１のテープ
リール１３のリール幅に応じてフィーダ本体１２の幅方向に変位させることで、隣接する
テープフィーダ１１間の空きスペースを有効に利用して各テープフィーダ１１のテープリ
ール１３を配置することができる。これにより、テープフィーダ１１全体の前後方向の寸
法を大型化させることなく、フィーダセット台４１に載せるテープフィーダ１１の台数を
増やすことができて、部品実装ラインを構成する部品実装機の台数を削減することが可能
となり、部品実装ラインの低コスト化や省スペース化を実現できる。
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【００３８】
 ところで、テープリール１３をフィーダ本体１２の幅方向に平行移動させるリンク機構
１５（リール変位機構）を、モータ、シリンダ等の駆動源で駆動するようにしても良いが
、この構成では、構成が複雑化してコストアップを招く。
【００３９】
 そこで、本実施例１では、外力によりテープリール１３を装填するリールホルダ１４を
フィーダ本体１２の幅方向に平行移動させるように構成している。この構成では、テープ
リール１３をフィーダ本体１２の幅方向に変位させるリール変位機構の駆動源が不要とな
り、その分、リール変位機構の構成が簡単になってコストダウンできる。
【００４０】
 また、本実施例１では、テープフィーダ１１のフィーダ本体１２に、該フィーダ本体１
２の幅よりもリール幅が大きいテープリール１３をセットし、テープリール１３の両側の
側面部分のうちの一方の側面部分のみがフィーダ本体１２の一方の側面から突出した位置
と他方の側面部分のみが該フィーダ本体１２の他方の側面から突出した位置との間を該テ
ープリール１３が該フィーダ本体１２の幅方向に変位するように構成したので、フィーダ
セット台４１上に載せる各テープフィーダ１１の両隣の空きスペースをテープリール１３
の配置スペースとして有効に利用することができる。
【００４１】
 更に、本実施例１では、リールホルダ１４の前後方向の両端縁部分に、横断面略三角形
状のスライドテーパ部６９，７０を形成し、フィーダセット台４１のスロット４８に差し
込まれたテープフィーダ１１に隣接するスロット４８に他のテープフィーダ１１を差し込
むときに、該他のテープフィーダ１１の前端部が隣のテープフィーダ１１のリールホルダ
１４の後側のスライドテーパ部６９に当接して該隣のテープフィーダ１１のリールホルダ
１４を該他のテープフィーダ１１の差し込みが可能となる位置まで押し込むと共に、該他
のテープフィーダ１１のリールホルダ１４の前側のスライドテーパ部７０が該隣のテープ
フィーダ１１の後端部に当接して該他のテープフィーダ１１のリールホルダ１４を該他の
テープフィーダ１１の差し込みが可能となる位置まで押し込むように構成したので、作業
者がテープフィーダ１１をフィーダセット台４１のスロット４８に差し込む際に、事前に
テープリール１３の位置をフィーダ本体１２の幅方向に変位させる作業を行う必要がなく
、テープフィーダ１１の取り付け作業が容易である。
【００４２】
 また、リールホルダ１４をフィーダ本体１２の幅方向に平行移動させるリール変位機構
を、リンク機構１５を用いて構成しているため、リール変位機構の構成が簡単で、且つ外
力でスムーズに変位動作させることができる利点がある。
［実施例２］
【００４３】
 次に、図１５及び図１６を用いて本発明の実施例２を説明する。但し、上記実施例１と
実質的に同じ部分に付いては、同一符号を付して説明を省略又は簡略化し、主として異な
る部分を説明する。
【００４４】
 前記実施例１では、リールホルダ１４をフィーダ本体１２の幅方向に平行移動させるリ
ール変位機構を、リンク機構１５を用いて構成したが、図１５及び図１６に示す本発明の
実施例２では、リールホルダ１４をフィーダ本体１２の幅方向に平行移動させるリール変
位機構７１を次のように構成している。
【００４５】
 リールホルダ１４の前後方向（テープフィーダ１１の着脱方向）の両端部と下端部にそ
れぞれスライド溝７２をフィーダ本体１２の幅方向に貫通するように形成すると共に、フ
ィーダ本体１２のうちの上記スライド溝７２に対応する位置にスライドガイド凸部７３を
フィーダ本体１２の幅方向に延びるように形成し、リールホルダ１４の各スライド溝７２
をフィーダ本体１２の各スライドガイド凸部７３にスライド可能に嵌め込むことで、リー
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ルホルダ１４をフィーダ本体１２の幅方向に平行移動可能に保持させるようにしている。
【００４６】
 以上説明した本実施例２でも、前記実施例１と同様の作用効果を得ることができる。尚
、本発明は、上記各実施例１，２の構成に限定されず、例えば、テープフィーダ１１をフ
ィーダセット台４１上に載せる際に、事前に作業者が手でテープリール１３をフィーダ本
体１２の幅方向に変位させるようにしたり、テープリール１３をフィーダ本体１２の幅方
向に変位させるリール変位機構をモータ、シリンダ等の駆動源で駆動するようにしても良
い等、要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施できることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００４７】
 １１…テープフィーダ、１２…フィーダ本体、１３…テープリール、１４…リールホル
ダ、１５…リンク機構（リール変位機構）、１６…リール保持軸、１７…中心穴、１９…
上部カバー、２５…ロック機構、３５…テープ送り機構、３６…スプロケット、３７…廃
棄テープ排出通路、４１…フィーダセット台、４２，４３…コネクタ、４４，４５…位置
決めピン、４８…スロット、５１…廃棄テープ排出口、６１～６４…リンク、６５，６６
…軸、６９，７０…スライドテーパ部、７１…リール変位機構、７２…スライド溝、７３
…スライドガイド凸部

【図１】 【図２】
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